
 
 

随意契約等見直し計画 
 

平成22年4月 
独立行政法人労働者健康福祉機構 

 
１．随意契約等の見直し計画 
（１）随意契約の見直し 
平成２０年度に締結した随意契約等について、契約監視委員会等において
点検・見直しを行った結果を踏まえ、以下のとおり、新たな随意契約等の見
直し計画を策定する。 
今後、本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、速やかに一般競争
入札等に移行することとした。 

 
平成２０年度実績 見直し後 

  
件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

（79.2％） （81.3％） （88.3％） （91.0％）
競争性のある契約 

2,501 90,074,510 2,789 100,765,562

（73.6％） （65.5％） （86.2％） （89.4％）
競争入札 

2,323 72,579,244 2,722 99,015,628

（5.6％） （15.8％） （2.2％） （1.6％）

 

企画競争、公募等 
178 17,495,265 67 1,749,934

（20.8％） （18.7％） （11.7％） （9.0％）
競争性のない随意契約 

656 20,669,102 368 9,978,050

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

3,157 110,743,612 3,157 110,743,612

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
 
 
（２）一者応札・一者応募の見直し 
平成２０年度における、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募とな
った契約について、契約監視委員会等において点検・見直しを行った結果、
以下のとおり、契約の条件、契約手続き等を見直す必要があるものが見受け
られた。 
今後の調達については、競争性のない随意契約の削減に加え、これまでの
一者応札の状況に留意して、改善しつつ、契約手続きを進めることにより、
一層の競争性の確保に努める。 



 
 

 
（平成２０年度実績） 

実 績 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 2,501 90,074,510

 
うち一者応札・一者応募 

（52.1%） 

1,302 

（33.9%）

30,549,065

（注）上段（  %）は競争性のある契約に対する割合を示す。 
 
（一者応札・一者応募案件の見直し状況） 

見直し方法等 件数 金額（千円） 

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施 
(－%)

－

(－%)

－

契約方式の見直し 
(77.2%)

1,005

(89.8%)

27,446,782

仕様書の変更 84 4,288,474

参加条件の変更 26 2,952,413

公告期間の見直し 658 15,343,509

 

入札、 

契約条 

件等の 

見直し 

ホームページ公告掲載の徹底 162 1,423,103

 契約方式のみ見直し 198 7,979,466

その他の見直し 
(22.8%) 

297 

(10.2%)

3,102,283

点検の結果、指摘事項がなかったもの 
(－%) 

－ 

(－%)

－

合   計 
(100.0%) 

1,302 

(100.0%)

30,549,065

（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない場合がある。 
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
(注３) 上段（  %）は平成２０年度の一者応札・一者応募となった案件に対する割合を示

す。 



２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 
（１）契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施 
   契約監視委員会等により、競争性のない随意契約、一者応札・一者応募
になった案件を中心に点検を実施する。 

 
（２）随意契約等の見直し 
① 公募による競争性確保の検証 
ア 公告期間の確保、履行期間の確保、資格要件等の改善、仕様書の改
善を図った上で、（事前確認）公募を実施し、競争性確保の検証を行
う。 
イ 複数の応募者があった場合には一般競争入札等に移行する。 

 
② 契約情報の共有化 

    より適正な予定価格の算定に向け、他業者も含めた価格を参考に設定
するとともに、機種選定を含め、施設間の契約情報の共有化に努める。 

 
（３）一者応札・一者応募の見直し 
① 公募による競争性確保の検証 
ア 公告期間の確保、履行期間の確保、資格要件等の改善、仕様書の改
善を図った上で、（事前確認）公募を実施し、競争性確保の検証を行
う。 
イ 複数の応募者があった場合には一般競争入札等に移行する。 
 ウ 結果、一者となった場合には、その理由の分析に継続して努める。 
 
② 入札公告の見直し 
 ア 早期の入札公告に努める。 
 イ ホームページへの入札公告掲載を徹底する。 
 
③ 履行期間の確保 
  契約締結から業務執行までの期間を十分に確保する。 

 
  ④ 資格要件の見直し 
    官公庁や当機構の業務実績を設定する等の制限を設定しない。 
 
  ⑤ 仕様書の見直し 
   ア より具体的な業務内容の記載に努め、特定の業者しか把握しえない

ような内容を見直す。 
   イ 入札説明会等は可能な限り実施する。 
 


